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事 務 所 だ よ り  

 
 

令和２年１月号 
 

～2021年 3月より開始されます！～ 

今回、内閣府からは「2021年3月（予定）からマイナンバーカードが健康保険証として

利用できるようになります！」というリーフレットが公開され、今後の予定について

広く国民への周知が行われ始めました。リーフレットでは、マイナンバーカードを健

康保険証として利用することで、以下の 6 つのメリットが享受できるとしています。  

1.健康保険証としてずっと使える！ 

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診でき

ます。 

2.医療保険の資格確認がスピーディに！ 

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事

務処理の効率化が期待できます。  

3.窓口への書類の持参が不要に！ 

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度

額認定証などの書類の持参が不要になります。 

4.健康管理や医療の質が向上！ 

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります（ 2021 年秋頃予定）。

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情

報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。  

5.医療保険の事務コストの削減！ 

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。  

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に！ 

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります（ 2021 年秋頃予定）。確

定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができ

るようになります。 

マイナンバーカードを健康保険証として利用す

るためには、事前に登録が必要であり、その登録

の申込は、2020 年度はじめからマイナポータルで

できるようになるとのことです。今後、マイナン

バーカード自体の普及がどの程度になるかわか

りませんが、2020 年度から医療機関や薬局で順次

必要な機器を導入していくことになっています

ので、マイナンバーカードを利用した健康保険証

も普及していくかもしれません。 
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          熊熊本本県県のの特特定定（（産産業業別別））最最低低賃賃金金がが改改定定さされれままししたた！！  

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。 

働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)

最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金

額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。 

該当する事業所さんはご対応宜しくお願いします。 

熊本県特定(産業別)最低賃金 

産  業 最低賃金額(時間額) 効力発生日 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業 
832円 

 
 

令和元年12月15日 
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 884円 

百貨店、総合スーパー 792円 

  産業別最低賃金には、適用範囲があります。 

 

お遍路にて・・・～第１５６回～ 

 

新年あけましておめでとうございます。昨年中は、本当にお世話になりました。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

 平成 18 年までは最低賃金が 2円から 3円の上乗せだったのが、平成 28年から 20円を超える上げ幅で改定されて

います。全国平均 1,000 円という掛け声の下、まだここ数年はこの上げ幅での改定が予想されます。加えて、人手不

足が人件費を押し上げてきております。 

最低賃金の引き上げで企業運営に負担がのしかかる時に、今年から働き方改革関連法の適用が拡大されることに備

えて諸規定を整備する必要があります。 

まず、「同一労働同一賃金」という用語に表現される「正社員と非正規社員の労働条件の

不合理な相違の是正」という難題への対応です。 

そもそも非正規という雇用形態は、景気変動に対応できるために多くの企業で導入されて

きました。その非正規の労働条件を正社員並みにすることなど想定外のことです。しかし、

最高裁は平成 30 年 6月に「不合理な相違」を否定する判断を下しています。 

正社員と非正規社員を比較して、職務内容と昇進・配置転換など人材活用の仕組みが同一であることは稀ですので

「同一労働」ではないのですが、就業規則で正規と非正規の定義を明確にし、給与規定の諸手当の趣旨と支給目的を

具体的に定める必要があります。企業の実情に合わせた企業防衛をしなければなりません。 

 さらに、通称ハラスメント防止法が企業に求める配慮措置への対応する必要があります。企業内部で相談窓口を設

けること、ハラスメント行為への処分・再発防止策を講じることが求められますが、社労士を外部相談員として活用

して頂き相談窓口を広くすることは有効ですので是非ご検討下さい。 

 このように人事労務への要望も専門化してまいりました。弊職も先頭にたち最新の労働判例を研究するとともに、

毎月の事務所だより等で情報発信をしながら顧問先のご相談に対応できるように邁進し

ていきたいと思います。 

また、本年の 5 月に事務所移転予定です。打ち合わせスペースもございますので、お気軽

にお立ち寄りくださいませ。 


